
　

10
月
か
ら
全
国
で
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
が
始
ま
り
ま
す
。

対
象
者
は
３
歳
か
ら
５
歳
ま
で
の
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
と
、
０
歳

か
ら
２
歳
ま
で
の
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
子
ど
も
た
ち
で
す
（
一
部

条
件
や
上
限
額
が
あ
り
ま
す
）。

 

対
象
施
設
や
利
用
料
、
サ
ー
ビ
ス
、
制
度
の
疑
問
点
な
ど
を
掲
載

し
ま
す
。
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無償化になる施設
施設区分 施設名 内　容

□幼稚園
□認定こども園(1号認定)

幼稚園　新制度▶塩釜カトリック
幼稚園　未移行▶塩釜ひまわり、塩釜中央、
　　　　　　　　塩釜第二中央、パドマ
認定こども園 新制度▶塩釜聖光

新制度に移行した幼稚園・認定こども園は全員
無償
新制度に未移行の幼稚園は上限25,700円/月ま
で無償

□認可保育所・保育園
□認定こども園(2・3号認定)
□小規模保育園

保育所・保育園▶東部、藤倉、新浜町、香津町、
清水沢、さかえ、北浜、玉川、
あゆみ、塩釜ひまわり

認定こども園▶塩釜聖光
小規模保育園▶わだつみ、てでぃべあ

３～５歳は全員無償
０～２歳は住民税非課税世帯のみ無償

□認可外保育施設
※県への届出施設など要件が
あります

▶ぴよちゃん託児所、赤石病院さくら保育園
３～５歳は上限37,000円/月まで無償
０～２歳は住民税非課税世帯のみ上限42,000
円/月まで無償

□企業主導型保育施設 ▶キョクヨーハピネス保育園 ３～５歳は全員無償
０～２歳は住民税非課税世帯のみ無償

□障がい児通園施設 ▶ひまわり園 ３～５歳は全員無償
０～２歳は住民税非課税世帯のみ無償

そのほかの保育サービス
施設区分 施設名 内　容

□預かり保育
※幼稚園、認定こども園（1号
認定）が実施するもので在
園児が利用

幼稚園▶塩釜カトリック、塩釜ひまわり、
　　　　塩釜中央、塩釜第二中央、パドマ
認定こども園▶塩釜聖光

3～ 5歳は上限11,300円/月まで無償
満３歳は住民税非課税世帯のみ上限16,300円/
月まで無償

□一時預かり事業
※保育の必要性の認定など　
要件があります

保育所・保育園▶新浜町、あゆみ
３～５歳は上限37,000円/月まで無償
０～２歳は住民税非課税世帯のみ上限42,000
円/月まで無償

□ファミリー・サポート・
　センター事業
※保育の必要性の認定など　
要件があります

事務局▶子育て支援センター「ここるん」
3～ 5歳は上限37,000円/月まで無償
０～２歳は住民税非課税世帯のみ上限42,000
円/月まで無償



　

一
度
、
施
設
に
保
護
者
の
方
が
利
用
料
を

支
払
い
ま
す
。
そ
の
後
、
市
に「
施
設
等
利

用
費
請
求
書
」と「
領
収
書
」を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
市
か
ら
保
護
者
に
、
利
用
料
を
支

払
い
ま
す（
償
還
払
い
）。

　

保
育
所
や
幼
稚
園
を
利
用
し
、
無
償
化
の

対
象
に
な
っ
て
い
る
場
合
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
利
用
は
無
償
に
な

り
ま
せ
ん
。

　

保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
が
就
労
に
よ
る

場
合
は
、
月
64
時
間
以
上
就
労
し
て
い
る
必

要
が
あ
り
ま
す（
週
４
日
・
４
時
間
勤
務
相

当
）。

　

月
64
時
間
未
満
で
就
労
し
て
い
る
場
合
は
、

無
償
化
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　

通
園
送
迎
費
、
食
材
料
費
、
行
事
費
な
ど

は
、
無
償
化
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

 

た
だ
し
、
食
材
料
費
の
う
ち
、
お
か
ず
・

お
や
つ
代
な
ど（
副
食
費
）は
、
幼
稚
園
、
認

可
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
を
利
用
す
る
年

収
３
６
０
万
円
未
満
相
当
世
帯
の
子
ど
も
は
、

支
払
い
が
免
除
に
な
り
ま
す
。

　

保
育
所
な
ど
の
入
所
申
請
を
行
い
、
入
所

で
き
な
か
っ
た
場
合
に
無
償
化
の
対
象
に
な

り
ま
す
。「
施
設
等
利
用
給
付
認
定
・
変
更

申
請
書
」と「
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
の
書

類
」（
勤
務
証
明
書
な
ど
）を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度（
以
下「
新

制
度
」と
い
う
）の
幼
稚
園
、
認
可
保
育
所
、

認
定
こ
ど
も
園
、
小
規
模
保
育
園
を
利
用
し

て
い
る
場
合
は
、
新
た
な
手
続
き
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

●

　

新
制
度
に
移
行
し
て
い
な
い
幼
稚
園（
以

下「
未
移
行
幼
稚
園
」と
い
う
）を
利
用
し
て

い
る
場
合
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。
幼
稚
園

を
経
由
し「
施
設
等
利
用
給
付
認
定
・
変
更

申
請
書
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●

　

幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園（
１
号
認
定
）で

実
施
す
る
預
か
り
保
育
を
利
用
し
て
い
る
場

合
、
市
か
ら「
保
育
の
必
要
性
の
認
定
」を
受

け
る
と
、
無
償
化
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
幼

稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
を
経
由
し「
施
設
等

利
用
給
付
認
定
・
変
更
申
請
書
」と「
保
育
を

必
要
と
す
る
事
由
の
書
類
」（
勤
務
証
明
書
な

ど
）を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
未
移
行
幼
稚

園
を
利
用
し
同
申
請
書
を
提
出
し
て
い
る
場

合
、
改
め
て
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問 

制
度
や
幼
稚
園・保
育
所
な
ど
に
つ
い
て
は

　
　

 　

子
育
て
支
援
課
☎
３
５
３―

７
７
９
７

    

障
が
い
児
通
園
施
設
に
つ
い
て
は

　
　
　

 

生
活
福
祉
課   

☎
３
６
４―

１
１
３
１

無
償
化
の
対
象
に
な
る
た
め
に
は
、

ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
で
す
か
？

保
護
者
が
園
へ
支
払
っ
て
い
る
通
園

送
迎
費
、食
材
料
費
、行
事
費
な
ど
は
、

無
償
化
の
対
象
に
な
り
ま
す
か
？

認
可
外
保
育
施
設
、一
時
預
か
り
保
育
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
・サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
は
、

誰
で
も
無
償
で
利
用
で
き
ま
す
か
？

就
労
の
た
め
保
育
を
必
要
と
す
る
と
き
、

無
償
化
の
対
象
と
な
る
就
労
時
間
は
何

時
間
で
す
か
？

認
可
外
保
育
施
設
、一
時
預
か
り
保
育
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の

利
用
時
に
支
払
い
が
あ
り
ま
す
か
？

保
育
所
や
幼
稚
園
を
利
用
し
て
い
ま
す

が
、合
わ
せ
て
フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト・

セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
た
場
合
、ど
ち
ら

の
利
用
料
も
無
償
に
な
り
ま
す
か
？

無
償
化
の

ミ
リ
ー
・

は
無
償
に
な

就
労
に
よ
る

と
す
る
と
き
、

労
時
間
は
何

ま
す
か
？
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